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海外旅行者のための感染症予防

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、

75

歳
以
上
（
一
定
の
障
害
に
よ
り
、
任

意
で
加
入
し
て
い
る
方
は

65歳
以

上
）
の
方
が
対
象
の
制
度
で
す
。

　

7月

28日

ま
で
に
届
か
な
い

方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
保
険
料

の
計
算
方
法
は
、
同
封
の
「
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
に
つ
い

て
」
で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

　

25年
分
の
所
得
の
申
告
（
所
得

税
・
住
民
税
）
が
遅
れ
た
方
、
新
宿

区
以
外
で
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て

い
る
方
、
所
得
の
申
告
が
お
済
み

で
な
い
方
な
ど
は
、
後
日
、
保
険
料

が
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
所
得
の
申
告
は
、
お
早
め
に
お

願
い
し
ま
す
。

保
険
料
の
し
く
み

　
保
険
料
は
、
均
等
に
負
担
し
て

い
た
だ
く
「
均
等
割
」
と
、
所
得
に

応
じ
て
負
担
し
て
い
た
だ
く
「
所

得
割
」の
合
計
で
す（
左
図
）
。

▼
保
険
料
は

2年
ご
と
に
見
直
し

て
い
ま
す
。

26～

27年
度
の
保
険

料
は
、
被
保
険
者

1人
に
付
き
「
均

等
割
額
」
は
年

4万

2千

200円
、

「
所
得
割
率
」
は

8・

98％
、「
賦
課

限
度
額
（
上
限
）」
は

57万
円
で
す
。

▼
均
等
割
・
所
得
割
の
金
額
は
、
所

得
に
よ
っ
て
軽
減
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
前
日
ま
で
被
用
者
保
険
（
会

社
の
健
康
保
険
組
合
・
共
済
組
合

等
）
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
場
合
に

は
、
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
年
金
か
ら
の

引
き
落
と
し
で
す

　
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き

落
と
さ
れ
て
い
て
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
と
介
護
保
険
料
の
合

計
額
が
年
金
受
給
額
の

2分
の

1

を
超
え
な
い
方
の
保
険
料
は
、
原

則
と
し
て
年
金
か
ら
の
引
き
落
と

し
で
す
。

◎
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
に

　
な
ら
な
い
場
合

　
次
の
方
は
納
付
書
や
口
座
振
替

（
自
動
払
込
）
で
の
納
付
と
な
り
ま

す
。

▼
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
の
引

き
落
と
し
で
な
い
方

▼

26年

7月

1日
以
降
に

75歳
に

な
っ
た
方

▼
本
人
の
申
し
出
に
よ
り
口
座
振

替
に
変
更
し
た
方

▼

26年

4月

2日
以
降
に
新
宿
区

に
転
入
し
た
方

※
年
度
の
途
中
で
保
険
料
が
増
額

に
な
る
方
は
、
年
金
か
ら
の
引
き

落
と
し
と
納
付
書
や
口
座
振
替
で

の
納
付
を
併
用
し
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
。

◎
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
を

　
口
座
振
替
（
自
動
払
込
）
に

　
変
更
で
き
ま
す

　
「
保
険
料
納
付
方
法
変
更
申
出

書
」
を
高
齢
者
医
療
担
当
課
へ
郵

送
ま
た
は
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
申

出
書
が

7月

31日

ま
で
に
届
い

た
方
は
、

10月
か
ら
年
金
引
き
落

と
し
を
中
止
し
、
口
座
振
替
に
な

り
ま
す
。
そ
の
後
に
届
い
た
方
は
、

12月
以
降
の
変
更
と
な
り
ま
す
。

　

26年
度
か
ら
新
た
に
年
金
か
ら

の
引
き
落
と
し
の
対
象
に
な
る
方

に
は
、
保
険
料
の
お
知
ら
せ
に
「
保

険
料
納
付
方
法
変
更
申
出
書
」
を

同
封
し
て
い
ま
す
。
以
前
か
ら
年

金
引
き
落
と
し
で
申
出
書
が
必
要

な
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
申
出
書
を
提
出
し
て
い
て
も
、

保
険
料
を
滞
納
し
た
場
合
は
、
年

金
か
ら
の
引
き
落
と
し
に
切
り
替

わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

世
帯
全
員
が

住
民
税
非
課
税
の
方
へ

　
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
支
払
う

金
額
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と

な
る
ほ
か
、入
院
時
の
食
事
代
が
減

額
さ
れ
る
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
を
交
付
し
ま

す
。
該
当
す
る
方
は
、
高
齢
者
医
療

担
当
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

25年
度
以
前
に
交
付
を
受
け
て

い
て

26年
度
も
世
帯
全
員
が
住
民

税
非
課
税
の
方
に
は
、
申
請
が
な

く
て
も
、
新
し
い
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を

7

月

24日

に
発
送
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
高
齢
者
医
療
担
当
課
高

齢
者
医
療
係
（
〒

1
6
0・

8
4
8

4歌
舞
伎
町

1―

4―

1、
本
庁

舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4
5
6

2・

（

3
2
0
3）

6
0
8
3へ

。

　

7月

22日

ま
で
に
届
か
な
い
方
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

26年
度
の
介
護
保
険
料
は
、

25年
中

の
所
得
に
基
づ
く

26年
度
の
住
民
税
課

税
状
況
と
、

26年

4月

1日
現
在
の
世

帯
の
状
況
で
計
算
し
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、

26年

4月
以
降
に
新
宿
区
に
転
入

し
た
方
や

65歳
に
な
っ
た
方
は
、
資
格

を
取
得
し
た
日
の
世
帯
の
状
況
で
計
算

し
て
い
ま
す
。

※
こ
の
納
入
通
知
書
は
、
東
京
都
シ
ル

バ
ー
パ
ス
購
入
の
際
に
「
所
得
の
確
認

書
類
」
と
な
り
ま
す
。
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
介
護
保
険
課
資
格
係
（
本
庁

舎

2階
）

（

5
2
7
3）

4
5
9
7・

（

3
2
0
9）

6
0
1
0へ

。

65歳
以
上
の
方
へ

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
を

7月

15日
に
発
送
し
ま
す
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後発医薬品（ジェネリック医薬品）利用差額をお知らせします

後期高齢者医療制度

　
世
帯
主
宛
て
に
お
送
り
し
ま
す
。

7

月

25日

ま
で
に
届
か
な
い
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

7月

31日

ま
で
は
現
在
の
高
齢
受

給
者
証
（
有
効
期
限
／
平
成

26年

7月

31日
）
を
、

8月

1日

か
ら
は
新
し
い

高
齢
受
給
者
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限

は
、「
平
成

27年

7月

31日
」
で
す
。

75歳

か
ら
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
下
記
）

の
対
象
と
な
る
た
め
、

27年

7月

31日

ま
で
に

75歳
に
な
る
方
の
有
効
期
限
は

「
誕
生
日
の
前
日
」で
す
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保
資
格

係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4
1

4
6・

（

3
2
0
9）

1
4
3
6へ

。

一
部
負
担
金
（
自
己
負
担
）
の

割
合

　
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
毎
年
判
定
し
、

8月
か
ら
適
用
し
て
い
ま
す
。

　
同
じ
世
帯
の

70歳
～

74歳
の
国
民
健

康
保
険
加
入
者
の
う
ち
、

26年
度
住
民

税
の
課
税
標
準
額
が

145万
円
以
上
の
方

が
い
る
場
合
は
「

3割
」、
い
な
い
場
合

は
「

2割
（
昭
和

19年

4月

1日
以
前
に

生
ま
れ
た
方
は
特
例
措
置
に
よ
り

1

割
）」
負
担
で
す
。

　

収
入
額
に
よ
る
特
例

　
一
部
負
担
金
の
割
合
が
「

3割
」
と
な

る
方
の
う
ち
、

25年
中
の
収
入
が
収
入

基
準
額
（
※
）
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
「

2割
（
昭
和

19年

4月

1日

以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
特
例
措
置
に
よ

り

1割
）」と
な
り
ま
す
。

※
収
入
基
準
額
…
同
じ
世
帯
の

70歳
～

74歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
収
入

合
計
額
が
、

1名
の
場
合
は

383万
円
未

満
、

2名
以
上
の
場
合
は

520万
円
未
満

　

一
部
負
担
金
の
割
合
の
緩
和
措
置

　
一
部
負
担
金
の
割
合
が
「

3割
」
と
な

る
方
の
う
ち
、
次
の
全
て
に
該
当
す
る

場
合
は
、
申
請
に
よ
り
「

2割
（
昭
和

19

年

4月

1日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
特

例
措
置
に
よ
り

1割
）」と
な
り
ま
す
。

▼
同
じ
世
帯
に
国
民
健
康
保
険
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し
た
方
が

い
る

▼

70歳
～

74歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し

た
方
と
の
収
入
合
計
額
が

520万
円
未
満

◎「
収
入
額
に
よ
る
特
例
」「
一
部
負
担
金

の
割
合
の
緩
和
措
置
」に
該
当
す
る
可
能

性
が
あ
る
方
に
は
、新
し
い
高
齢
受
給
者

証
に
「
基
準
収
入
額
適
用
申
請
書
」
を
同

封
し
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
方
は
、
お

早
め
に
医
療
保
険
年
金
課
国
保
資
格
係

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　


19歳
未
満
の
方
が
い
る
世
帯

　

70歳
～

74歳
の
方
が
世
帯
主
で
、
世
帯

に

19歳
未
満
の
方
が
い
る
場
合
は
、
世
帯

主
の
課
税
標
準
額
か
ら
「

16歳
未
満
の
被

保
険
者
の
人
数
×

33万
円
」
と
「

16歳
以

上

19歳
未
満
の
被
保
険
者
の
人
数
×

12

万
円
」の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
で
一

部
負
担
金
の
割
合
を
判
定
し
ま
す
。

世
帯
全
員
が

住
民
税
非
課
税
の
方
へ

　
医
療
機
関
等
の
窓
口
で
支
払
う
費
用

が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
る
ほ
か
、

入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
る
「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を

交
付
し
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

【
申
請
先
】
医
療
保
険
年
金
課
国
保
給
付

係（
本
庁
舎

4階
）
（

5
2
7
3）

4
1

4
9へ

。　

J
T
Bま

た
は
近
畿
日
本
ツ
ー
リ

ス
ト
の
区
内
指
定
店
・
営
業
所
で
取

り
扱
う
、
国
内
の
宿
泊
施
設
と
国
内

旅
行
（
パ
ッ
ク
ツ
ア
ー
）
の
利
用
が
対

象
で
す
。
旅
行
会
社
に
旅
行
（
宿
泊
）

代
金
を
支
払
う
前
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
区
民
保
養
施
設
等
（
箱
根
つ
つ

じ
荘
、
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
八
ヶ
岳
、
ヴ
ィ

レ
ッ
ジ
女
神
湖
）
は
対
象
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

補
助
申
請
の
手
続
き

▼
医
療
保
険
年
金
課
・
特
別
出
張
所

で
配
布
の
「
平
成

26年
度
新
宿
区
国

民
健
康
保
険
夏
季
保
養
施
設
の
ご
案

内
」
に
綴
じ
込
み
の
往
復
は
が
き
で
、

医
療
保
険
年
金
課
に
「
宿
泊
補
助
」
の

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
区
で
対
象
要
件
を
確
認
後
、「
宿
泊

補
助
券
」を
発
送
し
ま
す
。

▼
旅
行
会
社
に
旅
行
代
金
を
支
払
う

際
に
、「
宿
泊
補
助
券
」
を
提
出
し
て

補
助
額
相
当
分
を
差
し
引
い
た
額
を

支
払
い
ま
す
。

【
補
助
の
対
象
】
利
用
日
時
点
で
新
宿

区
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方

※
国
民
健
康
保
険
料
を
滞
納
し
て
い

る
世
帯
の
方
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
等
ほ
か
の
保
険
制
度
に
加
入
し
て

い
る
方
、
宿
泊
料
が
発
生
し
な
い
場

合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

【
補
助
期
間
】

7月

1日

～

9月

30
日

の
宿
泊
分

【
補
助
金
額
】

1人

1泊
に
付
き

3千

円
を
限
度
に
、
期
間
中

1人

1回

2

泊
ま
で
補
助

※

2泊
利
用
す
る
場
合
は
、
連
続
す

る
宿
泊
が
補
助
対
象
で
す
（
宿
泊
場

所
は
異
な
っ
て
も
可
）。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
庶
務
係

（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4
0

7
8へ

。


ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用

　
す
る
と
薬
代
が
安
く
な
り
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

で
、
生
活
習
慣
病
等
で
処
方
さ
れ

て
い
る
薬
を
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）
に
切
り
替
え

た
場
合
に
、
自
己
負
担
額
が
一
定

額
以
上
軽
減
さ
れ
る
と
見
込
ま

れ
る
方
に
は
、
利
用
差
額
を
試
算

し
た
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に

関
す
る
お
知
ら
せ
」
を

7月
下
旬

に
お
送
り
し
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
利
用
の
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。

※
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
厚

生
労
働
省
が
認
め
た
先
発
医
薬

品
（
新
薬
）
と
同
等
の
効
能
・
効
果

を
持
つ
薬
で
、
先
発
医
薬
品
よ
り

安
い
価
格
で
提
供
さ
れ
ま
す
。
利

用
を
希
望
す
る
場
合
は
、
か
か
り

つ
け
医
や
薬
剤
師
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※
「
利
用
差
額
」
は

10月
下
旬
、

27

年

2月
下
旬
に
も
お
知
ら
せ
す

る
予
定
で
す
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
国

保
給
付
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5

2
7
3）

4
1
4
9へ

。

国民健康保険

夏の旅行 宿泊料を補助しています

（火）

保険料のイメージ

＝+ 年間保険料

上限57万円均等割

年間
4万2,200円

所得割

所得
×8.98％
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